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令和３年６月 遠野市教育委員会定例会会議録 
 

 

１ 開催場所 遠野市役所東舘庁舎 ３階大会議室 

２ 開催日時 令和３年６月24日（木） 午前10時 

３ 出席状況 

  ○出席者 

    教育長           菊 池 広 親 

    委 員（教育長職務代理者） 菊 池   崇 

    委 員           千 田 由美子 

    委 員           菊 池 和 子 

 

 

○説明等のため出席した職員 

    教育部長兼学校総務担当課長 伊 藤 貴 行 

    市民センター所長      新 田 順 子 

    子育て応援部長       磯 谷 洋 子 

    多文化共生・本の森特命部長 石 田 久 男 

    学校教育課長        佐々木 淳 一 

    学校給食センター所長    菊 池 徳 明 

    総務企画部管財担当課長   多 田 清 子 

 

  ○欠席者 

    委 員           藤 山 重理子 

 

 

 

   開会・開議  午前10時00分 

 

 

１ 開会 

○教育部長兼学校総務担当課長 

 本日、藤山委員より欠席の届出がありました。 

 本日の令和３年６月遠野市教育委員会定例会は、委員過半数の出席でございますので会

議が成立していることを報告いたします。ここからは遠野市教育委員会会議規則によりま

して教育長が進行いたします。 

 

 ○教育長 

  ただいまから、令和３年６月遠野市教育委員会定例会を開催いたします。 

 

２ 議事 

 ○教育長 

  次第２議事に入ります。本日の議案は１件です。 

  「議案第21号 遠野市総合食育センター運営審議会委員の委嘱に関し議決を求めること

について」、事務局の説明をお願いします。 

 

 ○学校給食センター所長 

  「議案第21号 遠野市総合食育センター運営審議会委員の委嘱に関し議決を求めること

について」を説明いたします。 

  総合食育センター条例第26条第２項の規定により、別紙のとおり遠野市総合食育センタ
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ー運営審議会委員の委嘱をすることについて決議を求めるものであります。 

提案理由といたしましては、遠野市総合食育センター運営審議会委員の現在の任期が、 

令和３年６月30日で満了となることから、新たに委員を委嘱するものです。 

別紙をご覧ください。遠野市総合食育センター運営審議会委員の任期ですが、令和３年

７月１日から令和５年６月30日までの２年間です。委嘱は令和３年７月１日付けとなりま

す。 

委員15名につきましては、摘要欄に記載しております関係団体機関から推薦をいただい

た男性８名、女性７名を新たに委員として委嘱しようとするものです。委員の構成ですが、

識見を有する者、児童生徒の保護者、小中学校の職員、それから関係行政機関の職員15名

を委嘱するものです。 

 

 ○教育長 

  事務局より説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

 ○千田委員 

  遠野市総合食育センター運営審議会では、どのようなことについてお話や協議されるの

でしょうか。また、審議会の開催頻度を教えていただきたいと思います。 

 

 ○給食センター所長 

  審議会につきましては年２回程度開催しております。 

審議の内容につきましては、学校給食費の額の決定でありますとか、令和２年度に策定

いたしました「遠野市食育推進計画」について審議をしていただくなど、諮問に対する答

申をしていただいております。 

 

 ○教育長 

  他に質疑ございませんか。 

 

 （なし、の声） 

 

 ○教育長  

お諮りいたします。「議案第21号 遠野市総合食育センター運営審議会委員の委嘱に関

し議決を求めることについて」、賛成する委員は挙手をお願いします。 

 

 （賛成委員、挙手） 

 ○教育長 

挙手全員であります。よって、議案第21号は可決することと決しました。 

 

３ 諸報告 

 ○教育長 

  続いて、次第３ 諸報告に入ります。 

  （１）令和３年６月遠野市議会定例会一般質問教育長答弁概要についてお願いします。 

 

 ○教育部長兼学校総務担当課長 

  お手元に令和３年６月遠野市議会定例会一般質問教育長答弁概要の資料をお配りしてお

りますのでご覧ください。 

６月定例会では、教育長に対しお二方から一般質問がありました。 

１人目は小林立栄議員からのご質問で、「子ども・若者が活躍できる未来を目指して」

という質問要旨のなかで、「生理の貧困についての認識と今後の取り組みについて」でご

ざいました。 

答弁概要ですが、学校においては、教育課程全体を通じて発達段階に応じた性に関する
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指導を行っている旨。指導内容については、発達には個人差があるため、一斉指導と個に

応じた指導をケースに応じて実施している旨を、生理の貧困については、養護教諭や学級

担任を中心として児童生徒の変化やサインを見逃すことなく適切な支援に努めなければな

らないと考えている旨を答弁しました。 

また、市内の小中学校全体では保健室に生理用品が常備されており、児童生徒から相談

があった際には生理用品の提供をしていること、そのなかで、いくつかの学校では提供し

た生理用品補充のため、後日提供を受けた数量を返却するよう指導している事例もあった

が、このことに関しては無償提供すべきものと捉えておりますので改善を図っていくこと

で答弁しております。トイレ内への生理用品の配置については、現状のとおり保健室で提

供すると答弁しております。 

教職員、児童生徒、保護者の信頼関係をより一層強め、誰もが相談しやすい学校づくり

を進める必要があると捉えている旨を答弁しております。 

次に、滝本孝一議員からヤングケアラーについての質問に対する答弁概要となります。 

１つ目、４月に政府から発表されたヤングケアラーの実態調査結果の認識と感想等につ

いてという質問に対しては、この調査は平成30年度と令和元年度に要保護児童対策地域協

議会を対象に実施されており、令和２年度調査において、学校と生徒も調査対象に加え、

ヤングケアラーと思われる子どもたちをより正確に把握し、このような子どもたちの早期

発見と適切な対応に資するために実施されたものと認識している。 

また、調査結果を仮に本市の生徒数に置き換えた場合、11人がヤングケアラーと思われ

る子どもがいることになる。この調査結果に驚きを感じるとともに憂慮したという旨の答

弁をしております。 

２つ目が市内の中学校、高等学校への調査の有無や把握についてということであります。 

岩手県教育委員会教育長の記者会見におきまして、県内においては中学校10校、高等学

校５校が調査対象となっていると発表されております。 

なお、市内の中学校、高等学校に確認したところ、調査対象にはなっていない旨、本市

の状況について遠野市要保護児童対策地域協議会では、この調査にヤングケアラーと思わ

れるケースは１件と回答している旨を回答しております。 

３つ目の学校現場でのヤングケアラーの早期発見の取り組みの必要性についてですが、 

ヤングケアラーも含めて、児童生徒の変化に早期に気づき対応支援することは大変重要で

あると認識している。 

また、遠野市要保護児童対策地域協議会において、個別の検討会議を令和２年度は計34

回実施している。更に、ケース検討会議において情報共有、対応等の検討、周知啓発活動

など行っていること。 

学校においては、児童生徒の変化やサインを見落とさないよう、年間を通じて日常的計

画的に取り組んでいること。加えてスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

を配置して、重層的できめ細かな教育相談体制を構築しており、今後においても児童生徒

への適切な支援に努めてまいりたい旨を回答しております。 

４つ目は、ヤングケアラーの社会的認知度の向上と啓発周知についての質問です。 

本調査報告書から、要保護児童対策地域協議会を対象にした調査結果においては、認知

度が平成30年度は３割弱であったものが、令和２年度の調査では９割を超える認知度であ

るという結果になった。学校における認知度については約６割と示された。中高生におい

ては、１割を下回っているという結果であった。このような結果から周知啓発が重要であ

り、教育委員会としては校長会や生徒指導推進協議会、遠野市要保護児童対策地域協議会

のメンバーである関係部署との連携を図りながら、周知啓発を進めたいと考えている旨を

答弁しております。 

５つ目、教育的見地からの支援策やサポートについてですが、本市には子どもの権利を

守り、保証することを目的に制定された「わらすっこ条例」があり、条例の中で、学校等

関係者は、子どもの身近にいる大人であることを自覚し、虐待、体罰、いじめなどから子

どもを守るため、関係者及び関係機関と連携し解決に努めなければならないと明記されて

いる旨。 
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このことを受けて各学校においては、関係機関と常に連携を図りながら、児童生徒の変

化やサインを見落とさないように、日常的、計画的な取組を進めていくこと。そして、ヤ

ングケアラーの問題を含め、子どもの困りごとなどを相談できる相談窓口の周知や、子ど

もたちが相談しやすい環境づくりを学校及び福祉関係部局、要保護児童対策地域協議会等

と連携して進めることにより、全ての子どもが安心して教育を受けることができるよう努

めてまいる旨を答弁しております。 

 

 ○教育長 

  諸報告の（１）令和３年６月遠野市議会定例会一般質問答弁概要について報告がありま

した。報告ではありますが、ご質問等ございませんか。 

 

 （なし、の声） 

 

 ○教育長 

  進めます。（２）令和３年度遠野市中学校総合体育大会結果について報告をお願いしま

す。 

 

 ○学校教育課長 

  令和３年度遠野市中学校体育大会結果一覧をご覧ください。 

過日、新型コロナ禍の中ですが、予定どおり、結果一覧に記載されている競技が無事に

行われましたことをまず報告いたします。 

結果につきましては記載のとおりでございます。７月17日から19日に開かれます県中総

体に出場します。また、地区予選がなく県大会に進む競技もあります。これらについても、

県大会での活躍が期待されるところであります。 

昨年度の大会から、保護者等の協力をいただきながら、観客数を制限したり、応援を入

れ替え制で行ったりと、開催方法の工夫がなされていて、各会場とも、生徒が安心・安全

な状態で大会に臨めるように工夫されております。 

今後の新人戦につきましても同様に実施されるものと思いますので、中体連と連携をと

りながら進めていければと思っております。 

 

 ○教育長 

ご質問はございませんか。 

 

 （なし、の声） 

 

 ○教育長 

  進行します。一般報告に入ります。 

 （教育長、教育部長兼学校総務担当課長、市民センター所長、多文化共生・本の森特命部

長から報告） 

 

 ○教育長 

  一般報告が終わりました。ご質問ございませんか。 

 

 ○菊池崇委員 

  こども本の森についてですが、例えばオープンする前などに見学するような機会は設け

られるのでしょうか。 

 

 ○多文化共生・本の森特命部長 

  オープニングの前日、７月24日に内覧会を予定しております。その際に、教育委員の皆

様もご案内する予定でおります。 
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 ○菊池和子委員 

  県外からの行政視察等を受け入れるということですが、視察が来た場合はどのような形

で対応されるのでしょうか。 

  本の森は、子どもたちや保護者の方がリラックスして本に親しむ施設であるが、視察の

方々がいらっしゃる中では、子どもたちが自由に過ごすことができるのかと気になりまし

たのでお伺いいたします。 

 

 ○多文化共生・本の森特命部長 

  基本的には、平日の昼間に受けることを予定しています。受け入れのパターンとしまし

ては、本館横の蔵において説明を行い、その後30分程度、施設見学をしていただきたいと

考えています。 

この施設の本来の目的は、子どもや親子がゆっくりとリラックスして本に親しむための

場所です。このことを優先させながら、視察に関しては子どもたちが多く利用する時間を

避けるように調整したいと考えております。 

 

 ○教育長 

 よろしいでしょうか。 

  それでは進みます。来月の主な行事について、お願いします。 

 

 ○教育部長兼学校総務担当課長 

  ７月６日、総合食育センター運営審議会が開催されます。７月20日には、中学生保護者

のための市内高校見学会を実施します。市内高等学校について、保護者の皆さんにも理解

を深めていただきたいという思いから実施するものであります。なお、７月27日は遠野緑

峰高等学校、29日には遠野高等学校の一日体験入学が行われます。 

学校では、７月20日から順次終業式が行われ、夏休みを迎えることとなります。 

 

 ○教育長 

  来月の主な行事について、ご質問ございませんか。 

 

 （なし、の声） 

 

 ○教育長 

  次第４ その他に進みます。 

  （１）令和３年度版「遠野の教育」の配布についてお願いします。 

 

 ○教育部長兼学校総務担当課長 

  お手元に、令和３年度の遠野の教育をお配りしております。 

これは、毎年作成しているもので、教育行政の基本方針あるいは学校教育の指導方針、

教育委員会事務局の運営方針、事業計画等を掲載しておりますもので、後ほど確認いただ

きたいと思います。 

 

 ○教育長 

  来月の教育委員会定例会の開催について、お願いします。 

 

 ○教育部長兼学校総務担当課長 

  来月の教育委員会定例会の開催予定日は、７月29日（木）午前10時からとなります。 

  事前の学習会は９時30分より行いますので、ご出席をお願いいたします。 

 

 ○教育長 
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  子育て応援部長、管財担当課長から情報提供等をお願いします。 

 

 ○子育て応援部長 

  情報提供が１件ございます。母子安心課から、子宮頸がんの予防ワクチンについてです。 

  こちらの定期接種については、厚生労働省方針に基づいて積極的な接種勧奨を行ってい

ない状態でありますが、定期接種を中止するというものではなく、対象の方で接種を希望

する場合は無料で接種を受けることができます。 

  接種を希望した場合の円滑な接種のために必要な情報を提供するということで、７月上

旬に各小中学校にチラシ等を配布することとしております。 

  接種の対象は小学校６年生から高校１年生までの女子となっております。小６～中３の

女子児童生徒は375名、高１生は105名。高校生には個別通知する予定でおります。 

 

 ○教育長 

  管財担当課長、お願いします。 

 

 ○管財担当課長 

  ありません。 

 

 ○教育長 

  ご質問等、ございませんか。 

 

（なし、の声） 

 

 ○教育長 

  その他、みなさんからございませんか。 

 

 ○教育部長兼学校総務担当課長 

  ５月定例会議事録の確認ということで、お手元に文書等をご用意しております。 

  議事録の公開に向けて、次回定例会までに発言内容等のご確認をお願いいたします。 

 

 ○教育長 

  ご確認をお願いいたします。 

 

 ○教育長 

  他に、みなさんからよろしいでしょうか。 

 

 （なし、の声） 

 

６ 閉会 

 

 ○教育長 

  以上を持ちまして、令和３年６月遠野市教育委員会定例会を閉会します。大変お疲れ様

でした。 

 

 

 

 

  

   閉会  午前10時30分 
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  会議録作成者  教育長  菊 池 広 親 

 

 

     署 名  委 員  菊 池  崇  

 

 

     署 名  委 員  千 田 由美子 

 

 

     署 名  委 員  菊 池 和 子 

 

 

 

 

 


